
第２次遠軽町総合計画後期基本計画（素案）に対する意見及び意見に対する町の見解 

 

ページ 意見 提出者等 町の見解 

11 施策目標「情報ネットワークの整備・活用」 

・「携帯電話不感エリアの解消」について、どのように取り組むか。 

町議会議員 居住地域又は観光施設等所在の携帯電話不感エリアとして「若

松」「湯の里」「武利」の 3地域の一部を把握していますが、基本

的には民間事業者により対応していただくよう考えています。 

12 施策目標「住宅環境の向上」 

・前期基本計画にあった「合宿誘致」「グループホーム」などに空家を活

用する記述を削除しているが、そのような活用をあきらめるというこ

とか。 

町議会議員 空家については、現在、現状把握のための調査を行っており、そ

の活用については更にその先の検討課題となっています。活用例

については、現状と課題から削除しましたが、施策には「空家・

空地の活用」を記載しており、前期基本計画から考え方を変更し

たということではありません。 

14 施策目標「美しいまちなみの形成」 

・景観保全の観点で太陽光パネルの設置を規制するなどの考えがないか。 

町議会常任

委員会 

民間事業として行われており、規制は難しいものと考えていま

す。 

16 施策目標「上下水道の充実」 

・水道事業の広域化について記述が必要ではないか。 

町議会常任

委員会 

水道事業の広域化については、令和４年度末までに都道府県が市

町村等の水道事業の広域化に係る推進方針等を定めた「水道広域

化推進プラン」を策定することになっており、そのプランを踏ま

えて対応を検討します。 

16、 

26 

施策目標「上下水道の充実」「環境保全、環境衛生の充実」 

・前期基本計画にあった「簡易水道」の文言を削除しているが、誤解を与

えないか。 

町議会常任

委員会 

平成 29年３月、水道事業（清川浄水場給水区域）に簡易水道事

業（その他浄水場給水区域）が事業統合されたことから簡易水道

の文言を削除しました。 

24 施策目標「ごみ処理の充実」 

・マテリアルリサイクル施設更新事業が検討されていると思うが、関連

する部分はどこか。 

町議会常任

委員会 

「廃棄物処理施設の整備・更新」に含まれています。 

26 施策目標「環境保全、環境衛生の充実」 

・広域連携によるし尿処理に関する記述が必要ではないか。 

・下水処理とし尿処理を合わせて実施するミックス事業について記載が

必要ではないか。 

町議会常任

委員会 

生活排水処理については、従来から遠軽町、湧別町及び佐呂間町

で構成する遠軽地区広域組合において処理を行っており、広域化

をあらためて記載する必要はないものと考えています。ミックス

事業については、構成３町の協議にて決定するものであるため、



ページ 意見 提出者等 町の見解 

素案のとおりの記載とします。 

28 施策目標「農業の振興」 

・捕獲野生鳥獣の活用について、「食肉加工するなど」と記述があるが、

具体的な動きがあるのか。 

町議会常任

委員会 

民間によるジビエ施設整備計画等の動きはありますが、計画中で

あるため、「食肉加工するなど」を削除します。 

31 施策目標「林業の振興」 

・担い手不足の記述部分に「森林環境譲与税を活用し、」の文言が入れら

れたが、使途を限定するような印象を受けるのではないか。 

町議会常任

委員会 

森林環境譲与税の活用方針は現在策定中のため、「森林環境譲与

税を活用し、」を削除します。 

77 施策目標「町がめざすべき理想像の実現」 

・総合支所を見直し、本庁舎と消防庁舎を更新すべき。 

遠軽町まち

づくり会議 

公共施設の有効活用と統廃合については、地域の人口推移、財政

負担の状況、利用状況などを踏まえて総合的な観点で検討しま

す。庁舎等の更新については、老朽化対策や耐震化等が課題であ

るとの認識はありますが、今後の財政状況や財政支援制度などの

情勢を見極めて判断します。 

全体 全体 

・基本構想については、見直ししないのか。 

町議会常任

委員会 

人口推計も大きな変更はなく、基本構想については改定する必要

がないと考えています。 

全体 全体 

・内容の具体性に欠ける。数値目標があった方がよい。 

遠軽町まち

づくり会議 

総合計画は、目まぐるしく変化する社会情勢の中、中長期的な視

点で方向性を示すものと位置づけしていることから、一定の普遍

性を確保する必要があります。ご指摘の具体性、数値目標につい

ては、分野別の個別計画において、必要に応じて検討します。 

※令和 2年 1月 27日から令和 2年 2月 14日まで素案に対する町民意見の募集を行いましたが、意見の提出はありませんでした。 


